
07 February 2026 広報さいと 06 February 2026 広報さいと

所得税の確定申告をする

給与所得のみで年末調整が終わっている

公的年金のみ（障害・遺族・
老齢福祉年金を除く）の人

65歳以上である

年金収入が 148 万円を超えている

○源泉徴収税額が０円である
○年金収入 400 万円以下の人で、
　かつ所得税の還付がない

高鍋税務署申告会場
で申告してください

令和８年１月１日に西都市に住んでいる

申告の必要は
ありません

お住まいの各地区
申告会場にて申告
してください

令和８年 1月 1日
に住所がある市町村
で申告してください

市内に店舗や住居（借家・
アパートを含む）がある

○障害・遺族・老齢福祉年金のみ
○前年中の合計所得金額が 38万円以下

国民健康保険または後期高齢者
医療保険制度に加入している

課税証明書などの
税証明が必要

スタート

源泉徴収票に書かれているもの以外
に所得控除などの追加がある

はい

いいえ

　今年も市県民税・国民健康保険税の申告の時期を迎えました。
　申告相談受付が、各地区館や西都市役所本庁舎１階 多目的スペースで行われますの
で、忘れずに期限内の申告をお願いします。

※都合により申告会場にお越しいただけない方は、郵送での申告を受け付けます。
　ただし、市県民税・国保税申告に限ります。必要な書類など、詳しくは右の二
　次元コードから、市のホームページをご覧ください。

西都市の
申告受付期間 ２月９日 (月)〜３月1 6  日(月)
西都市の

申告受付期間 ２月９日 (月)〜３月1 6  日(月)

※詳しい日程・会場は、１月 15 日付けの回覧板で配布した「令和８年申告受付の日程と会場」をご確認ください。

東米良地区
 ・銀鏡集会所
・東米良地区館

都於郡地区
都於郡地区館

三財地区
三財地区館

三納地区
三納地区館

穂北地区
穂北地区館

妻地区
市役所 本庁舎１階 
　 多目的スペース

２／９（月） ２／ 10（火）
　～ 13（金）

２／ 16（月）
　～ 19（木）

２／ 20（金）
　～ 25（水）

２／ 26（木）
～３／３（火）

３／４（水）
～ 16（月）

会　場

日　程
（土日・祝日
 を除く）

税 金 の 申 告 が 始 ま り ま し た

　農業・営業などの事業所得や不動産所得または山林所得がある方は、所得税の申告が必要でない方も
含めて、全ての方が記帳し帳簿を保管しなければなりません。
※申告時に帳簿を用意されていないと、計算に時間がかかりますので、ほかの申告者にも迷惑が掛かります。  
　場合によっては帳簿類の作成を別コーナーでお願いすることもありますので、ご留意ください。

①《マイナンバーカード》または《「通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しのうちいずれか１つ」
　＋「運転免許証、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか１つ」 》
　※申告書には控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者のマイナンバーの記載も必要です。
② 収入や必要経費を証明する書類（源泉徴収票・帳簿・経費の領収書など）
③ 生命保険料や地震保険料などの控除証明書
④ 国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書または納付証明書
⑤ 障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳や療育手帳など証明となるもの
　 ※ 65 歳以上で寝たきりの方や障がい者と同程度の障がいがある場合は、健康ほけん課長の認定書

～申告は期限内に～申告受付の会場と日程　

あなたは、市県民税・国保税の申告が必要ですか？

①所得税の確定申告をする方
②給与所得だけで勤務先から市役所に給与
　支払報告書が提出される方
③公的年金収入だけで年金支払者から市役
　所に年金支払報告書が提出される方
※ただし、②・③に該当する方で、それぞれの
　収入以外の所得がある方、扶養控除・医療費
　控除・生命保険料控除・その他の控除を受け
　ようとする方は申告してください。

　申告をしないと、所得金額が国民健康保険
税の軽減措置に該当する方でも、軽減措置を
受けられなくなります。また、保育所入所や
児童手当、公営住宅の入居、金融機関での各
種申し込みなどの申請の際に必要となる所得
証明書などの発行ができません。　

■ 問い合わせ

▶市県民税に関すること
　税務課 市民税係
　☎ 32-1009

▶国民健康保険税に関すること
　健康ほけん課 国保係 
　☎ 43-0378

▶所得税・贈与税・消費税に関すること
　高鍋税務署
　☎ 22-1373（自動音声案内）

申告が必要ない方　申告が必要な方　

申告に必要なもの　

記帳・帳簿などの保存制度について

申告をしないと？　

申告漏れがないよう、

期限内の申告を

お願いします。

チェックしてみましょう

　令和８年１月１日現在、西都市に居住し、令和７年中
に事業所得（営業や農業など）や不動産所得、給与所得（賃
金など）、雑所得（年金など）、その他の所得があった方
は申告が必要です。また、令和７年中に所得がなかった
方でも、国民健康保険の加入者は申告が必要です。
※令和７年中とは、令和７年１月から令和７年 12 月までの
　間のことをいいます。

　所得の計算に必要な帳簿や領収書などを必ず持参して
ください。また必要経費については、経費項目ごとに分
けて計算しておいてください。

①帳簿類と出荷証明書（証明書がない場合は伝票でも可）  
　を必ず持参してください。
②経営所得安定対策等交付金などの雑収入についても農
　業の収入になりますので、交付決定通知書などを持参
　してください。
③農業にかかった費用は、経費項目ごとに分けて計算し
　ておいてください。
④肉用牛売却の収入がある方は、必ず肉用牛売却証明書
　を持参してください。

◆ 申告受付の会場と日程　

◆ 農業所得のある方　


